
当社オーナー様限定企画

個別相談会は先着順、定員になり次第締め切ります。お申込みは、お電話か裏面のハガキでお願いします。

お問合せ
お申込み

特建開発支店 「カイゼン」セミナー・相談会 係

〒560-8543 豊中市新千里西町1-1-4 

0120-8746-07
電話受付 10:00～17:00（定休日：水・日・祝）

税理士が対応！税務＆経営 「カイゼン」のための

個別相談会のご案内
（ご相談の例）
● 家族に給与を支払う方法は？
● 現状の相続税額の試算をしたい。
● 事業規模拡大や法人設立について

経営規模等に応じた

アドバイス

担当する税理士の皆様
※会員税理士より選出致します。

相談無料です。税理士に加え、弊社担当者も

同席致しますのであらかじめご涼生下さい。
経営と税務のプロがアドバイスします。

７・８月
開催

税務対策や経営のカイゼンの為、
是非、この機会をご利用下さい。

完全予約制・参加無料

会場開催 （定員10組様 限定） 開催日 ※相談時間は、1組様1時間です。

■大阪市 本町会場
大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル７階

7月10日（土） ①10時～、②13時～、③15時～

■大阪市 北浜会場
大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル(1F)

7月17日（土） ①10時～、②13時～、

■大阪市 本町会場
大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル７階

8月21日（土） ①10時～、②13時～、③15時～

■大阪市 北浜会場
大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル(1F)

8月21日（土） ①10時～、②13時～

【１】「リモート開催」 自宅に居ながらリモートでつないで、専門税理士と相談できます。20組様対応。

サポート付きで、リモートに不慣れな方でも安心です。※増員も可能です。

【２】「会場開催」 感染症予防の為、会場開催のみ組数制限があり、先着10組様とさせていただきます。

リモート開催
（定員20組様。増員可能）

開催日 ※相談時間は、1組様1時間です。

■ご自宅と税理士事務所を直結。
インターネットにつながる
パソコンやスマホが必要です。

■7月（日時は相談で決定）
■8月（日時は相談で決定）

事前電話で日時を調整します。
・希望日の候補を2~3日お知らせ
ください。

開催方式

【1】リモート開催

【2】会場開催

※個別相談会では事前
準備のため相談内容
の確認を行います。

アパート・マンションのオーナーの皆様。気になることは、ご相談下さい。


